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シアン化金カリウムの適正な管理等の徹底について

毒物及び劇物の適正な管理等の推進については、かねてより種々御配慮をわずらわせて

いるところでありますが、本年１月、栃木県内の非鉄金属製造会社においてシアン化金カ

リウム 1,100g が盗難に遭った旨の届出がなされた事案等を受け、今般、警察庁生活安全

局保安課長より別添のとおり依頼があったところです。

つきましては、シアン化金カリウムを取り扱っていると考えられる電気めっき事業者（毒

物及び劇物取締法（昭和 25 年法律 303 号）（以下、法という。）第 22 条第 1 項に規定され

ている業務上取扱者のうち電気めっき事業を行うために無機シアン化合物である毒物又は

これを含有する製剤を取り扱っているものを言う。）をはじめとした毒物劇物営業者、毒

物及び劇物の業務上取扱者に対する保管管理の徹底、譲渡手続及び交付制限の厳守等のよ

り一層の指導を行う必要があるため、下記事項に御留意の上、貴管下関係業者団体に対し

傘下業者へのこれらの指導内容の周知徹底を要請する等、貴管下事業者に対する指導につ

いて格段のご配慮をお願いいたします。

なお、警察庁からの依頼を受け、経済産業省製造産業局非鉄金属課より全国鍍金工業組

合連合会あてに同旨の通知が発出されていることを申し添えます。

記

１ シアン化金カリウムは、犯罪に供用されるおそれがあることを十分認識し、盗難、紛

失等を防止するための自主管理体制を強化すること。

２ 貯蔵、保管設備の点検整備等の保管管理を徹底すること。

３ シアン化金カリウムの保管状況の点検、出納簿冊と物品との照合を定期的に実施する

こと。



４ 盗難等の事案が発生したとき又は盗難等に遭った物質が発見されたときは、直ちに保

健所、警察又は消防機関に連絡すること。


